
令和２年第２回うきは市教育委員会定例会会議録

開催日時 令和２年２月４日（火） １８時００分～１８時５０分

場 所 うきは市役所 西別館 第１会議室

招 集 麻生 秀喜（教育長）

出席委員 西見 修一（職務代理者） 家永 由里子（委員）

處 愛美（委員） 古賀 公彦（委員）

事 務 局 瀧内 教道（学校教育課長） 井上 理恵（生涯学習課長）

石井 雄児（指導主事） 大塚 一昭（教育総務係長）

議 事 議案第２号 うきは市新川田篭地区伝統的建造物群保存地区保存計画の一部

変更について

協議事項 （１）成人式の対象者年齢について

報告事項 （１）うきは市少人数指導特別教員条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いて

（２）通級指導教室運営委員会報告について

（３）教職員人事異動等関係日程(予定)について

（４）区域外就学について

（５）児童生徒指導上の諸問題に関する実態調査(令和 1年１２月末)について

教育長

事務局

ただ今からうきは市教育委員会会議規則第３条第２項の規定によ

り、定例教育委員会を開催いたします。

会議の日程は本日限りといたします。

本日の議事録署名者には、古賀委員を指名いたします。

議案について、事務局説明お願いします。

議案第２号 うきは市新川田篭地区伝統的建造物群保存地区保存計画の

一部変更について

議案説明
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事務局より説明がありましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。説

明の中で「げんちく」とありましたが何か。

この建物は、元々あった物置部分と増築した物置の部分があります。今回

新規の登録になりますので全体を登録するか、増築分を解体「減築」して元々

あった物置部分のみ登録しておこなうかで審議会で意見が分かれました。

メリット、デメリットはありますか。

所有者から見れば全体を登録すると金額的に負担が大きくなる。８割補助

だが外壁部分のみで内部は補助対象外。増築分は解体して本体のみ工事をお

こないたいとのことなので時間がかかりました。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の協議事項に移ります。

（１）成人式の対象者年齢について

協議事項説明

事務局より説明が終わりました。教育委員の意見を求められていますので

意見をお願いします。

現在２０歳と１８歳の子供がいます。１８歳で成人式となると受験の真っ

最中で気持ちに余裕がない。大学が決定して今までどうりの方が保護者とし

てはよい。

１８歳は受験の時期に重なるのがどうかと思う。

成人式は２０歳と思いますが、１８歳で大人になるので大人になる自覚を

持たせるチャンスなのかなと思います。しかし１８歳は受験や就職で忙しい。

高校卒業して２年ぐらいしたほうが精神的に落ち着いていいのかなと。

みなさんが言われたとおり２０歳かなと思います。経済的な面も就職する
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にしても受験するにしても広範囲に動かなければならない。本人の負担もあ

るが家族の負担も大きい。

ただ１８歳が定着して状況が変わる可能性もあるので市町村で決めること

ができるのでそこの部分は残してもらっていいのかなと。どちらかと言われ

れば２０歳。絶対ではないので状況が変われば変更もあり得る。

１８歳で１月の成人式は絶対にない。

アンケートの取る時期については大事にしてください。社会教育委員が判

断する時も判断材料になりますし後付にならないように。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の報告事項に移ります。

報告事項説明

全ての審議が終了しましたので、第２回教育委員会を閉会いた

します。


